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第１章 計画策定の概要 

 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

（１）子ども子育てをめぐる動きについて  

 我が国の平成 24年の出生数は 103万 7,231人となり、前年より 1万 3,575人減少しました。また、合

計特殊出生率※１は 1.41となり、微増傾向にはあるものの、なお低い水準となっています。平成 24年度

の推計によれば、日本の人口水準を維持するために必要な合計特殊出生率（人口置換水準※２）は 2.07

とされており、今後も低い水準が続く場合、将来の日本の人口が減少することにつながります。 

 また、社会全体の潮流として、核家族化の進展や共働き家庭の増加、就労形態の多様化などにより、

子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化しており、子育てに対する価値観の多様化や地域のつながり

の希薄化などにより、相談相手に恵まれず、子育てに不安を抱く保護者も多いと考えられます。 

 こうした状況を反映して、特に都市部において保育需要に対応するため、保育所等の定員の拡大を図

っているものの、供給が追いつかず、いわゆる「待機児童」の増加が課題となるとともに、子育て支援

に対する市民からのさまざまな要望が寄せられています。 

 このような子どもの育ちや子育てをめぐる環境から、子どもが安心できる環境で育まれ成長し、また、

保護者が子どもと向き合い喜びとともに子育てができるように、行政や地域社会など、社会全体で子ど

もの育ちと子育てを支援していくことが求められています。 

 

※１ 合計特殊出生率 

15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの

で、1人の女性が一生の間に、その年齢別出生率で出産

するとしたときの子どもの数に相当する 

※２ 人口置換水準 
人口が将来にわたって増加も減少もせず、均衡した状態

となる出生水準 

 

（２）国の動向  

 国では、子育て支援のための基本的方向と施策を盛り込んだ「エンゼルプラン（今後の子育てのため

の施策の基本的方向について）」の公表以来、子育て支援に取り組んできました。また、「新エンゼルプ

ラン（重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について）」では、保育関係に加えて雇用、母子

保健、相談、教育等の事業も加えた総合的な実施計画となりました。 

 平成 15年には「次世代育成支援対策推進法」、「少子化対策基本法」が相次いで制定され、この中では、

子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資する施策を進めていくこととして、地方公共団体

と事業主が、次世代育成支援のための取り組みを促進するために行動計画を策定し、実施していくこと

としました。 
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（３）東久留米市の次世代育成支援  

 本市においても、平成 17年 3月に「東久留米市次世代育成支援行動計画(前期)【平成 17年度から平

成 21年度】」を、平成 22年 3月には「東久留米市次世代育成支援行動計画(後期)【平成 22年度から平

成 26年度】」を策定して、子育て支援に取り組んできました。  

 この計画では、「『子どもがのびのび心豊かに育つまち、ひがしくるめ』を目指して～光り輝く子ども

の成長、喜びあふれる子育てのために、地域全体で支える仕組みづくりの実現を」を基本理念として、

子どもが人間として大切にされ、健やかに成長する環境を家庭・地域社会・事業主・行政などが連携し

社会全体の連帯で作り上げていくことを目標にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東久留米市次世代育成支援行動計画（後期）では、上記の基本目標から主要課題を整理し、１０２に

わたる施策・事業について、それぞれ目標や方向性を設定しました。 

計画期間中においては、各事業の進捗状況を把握するとともに、目標達成状況などを踏まえ、事業を

計画的に実施することで子育て支援を推進しています。 

 また、次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」）が平成 37年 3月末まで 10年間延伸され、従

業員の子育てを支援する事業主への認定制度の充実や市町村次世代育成支援行動計画の策定の任意化な

どの改正事項が盛り込まれました。このような中、平成 26年度の期中ではありますが、東久留米市次世

代育成支援行動計画（後期）の進捗状況、目標達成度を確認し、全体を通して概ね計画に即して適正に

事業実施されていると評価しました。 

今後は、次世代育成支援対策の中核であった保育サービスや子育て支援事業の推進について、次世代

法が果たしてきた役割・機能は子ども・子育て支援事業計画をはじめとした、子ども・子育て支援法に

引き継がれていきます。また、その他の事業についても、各所管課において、各種法令や計画等に基づ

き、検討・実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

〇東久留米市次世代育成支援行動計画（後期）の基本目標 

 

 １．地域における子育ての支援 

 ２．親と子の健康の確保及び増進 

 ３．子どもの成長に資する教育環境の整備 

 ４．子育てを支援する生活環境の整備 

 ５．仕事と生活の調和の促進 

 ６．子どもたちの安全の確保 

 ７．要保護児童への対応等、きめ細やかな取り組みの推進 
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（４）計画策定の趣旨  

 これらの社会情勢を背景に、平成 24年 8月、安心して子どもを生み育てることのできる社会の実現を

最重要課題の一つと認識し、待機児童解消や社会全体で子ども・子育てを支援するため、「子ども・子育

て支援法」をはじめとする、いわゆる「子ども・子育て関連３法」※用語解説が制定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東久留米市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「本計画」）は、子ども・子育て支援法の基本理念の

もと、本市の子ども・子育てを取り巻く環境の整備、支援の取組を一層促進するとともに、教育・保育

および子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容およびその時期などを定めること

で、保育・教育事業に対する市民のニーズに応えていく体制づくりを進めていくため策定するものです。 

【子ども・子育て支援法 基本理念】 

１ 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員

が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。  

２  子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健や

かに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。  

３  子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）基本的位置づけ  

 本計画は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画※用語解説として、

策定するものです。 

（２）関連計画との関係 

 本計画は、「東久留米市第４次長期総合計画」、「東久留米市第３次地域福祉計画」、「第４期東久留米市

障害者計画・障害福祉計画」、「東久留米市教育振興基本計画」、「東久留米市第２次男女平等推進プラン」

などの諸計画との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整
合 

東久留米市 

子ども・子育て支援事業計画 

東久留米市第４次長期総合計画 
基本目標 

子どもの未来と文化をはぐくむまち 

関連計画 

○東久留米市地域福祉計画     ○東久留米市障害者計画・障害福祉計画 

〇東久留米市教育振興基本計画  ○東久留米市男女平等推進プラン   など 

 

整
合 

東久留米市次世代育成支援行動計画 

（後期） 

一
部
引
継 
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３ 計画の期間 

 この計画は、平成 27年度（2015年度）を初年度とし、平成 31年度（2019年度）までの 5年間を計画

期間とします。 

 

 

４ 子ども・子育て支援新制度の概要 

（１）子ども・子育て支援法に基づく給付と事業 

 新制度は大きく「子どものための教育・保育給付」と「地域子ども・子育て支援事業」に分かれます。 

≪新制度の「給付」と事業≫ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

          

①子ども・子育て支援給付 

 

②地域子ども・子育て支援事業 

 ○利用者支援に関する事業 

○時間外保育事業（延長保育事業） 

○子育て短期支援事業（ショートステイ） 

○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業および要保護児童対

策地域協議会その他の者による要保護

児童等に対する支援に資する事業 

○地域子育て支援拠点事業  

○病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

○子育て援助活動支援事業 

○一時預かり事業 

○妊婦に対して健康診査を実施する事業 

○放課後児童健全育成事業 

○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

○多様な主体が本制度に参入することを促

進するための事業 

 

 

○幼稚園 

○保育所 

○認定こども園 

 

 

○家庭的保育 

○小規模保育 

○事業所内保育 

○居宅訪問型保育 

児童手当 

施設型給付 

地域型保育給付 

東久留米市次世代育成支援 
行動計画(後期) 

東久留米市 

子ども・子育て支援事業計画 
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① 子ども・子育て支援給付 

 幼児期の学校教育と保育の必要性のある子どもへの保育について、特定教育・保育施設（幼稚園［新

制度へ移行しない幼稚園を除く］・保育所・認定こども園）、小規模保育等の特定地域型保育事業を利用

する場合、子ども・子育て支援給付の対象となります。 

 

 〇特定教育・保育施設 

幼稚園 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設 

保育所 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育を行う施設 

認定こども園 
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、幼児期の教育と保育を一体

的に行う施設（幼保連携型、幼稚園型、保育所型などの種類があります） 

※幼稚園は新制度に移行し施設型給付を受ける幼稚園（特定教育施設）と移行せず 

従来通り運営を行う幼稚園があります。いずれも教育内容に変更はありません。 

 

 〇特定地域型保育 

家庭的保育 家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細やかな保育を行う 

小規模保育 
少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、

きめ細やかな保育を行う 

事業所内保育 
会社など事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一

緒に保育する 

居宅訪問型保育 
障害・疾患などで個別なケアが必要な場合など、保護者の自宅で１対１

の保育を行う 

 

② 地域子ども・子育て支援事業 

 市町村が、地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実施する事業で、子ども・子育て支援法で次の

13の事業が定められています。 

 

 〇地域子ども・子育て支援事業 

事業名 対象事業 

利用者支援に関する事業 

子ども及び保護者のニーズに合わせて、幼稚園や保育所などの施設

や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるように、相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行う等の事業 

時間外保育事業 

（延長保育事業） 

保育所や地域型保育で通常の利用日・利用時間帯以外において、保

育の利用を確保する事業 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

保護者が出産や病気などで、子どもの養育が一時的に困難になった

とき、児童養護施設に子どもを預けることができるようにする事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師又は助産師が訪

問し、育児に関する不安や悩みの傾聴、子育て支援に関する情報提

供などを行う事業 

養育支援訪問事業および要保護

児童対策地域協議会その他の者

による要保護児童等に対する支

援に資する事業 

家庭における安定した養育が実施できるよう、養育について支援が

必要な家庭に対し、訪問による具体的な育児に関する相談、指導、

助言その他必要な支援を行う事業 
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地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所で子育て中の親子交流、親にとっての学び・情報

交換の場、子育ての相談の場として、気軽に利用でき、地域全体で

子育てを応援する事業 

病児保育事業 

（病児・病後児保育事業） 

子どもが病中または病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、

医療機関などに付設された専用スペースなどにおいて、保育および

看護ケアを実施する事業 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業) 

子育てのお手伝いをしたい方（サポート会員）と、子育ての手助け

をしてほしい方（ファミリー会員）が会員となって、地域で助け合

う組織を推進する事業 

一時預かり事業 
幼稚園や保育所等で急な用事など、家庭で一時的に保育が困難にな

った場合に、子どもを預かる事業 

妊婦に対して健康診査を実施

する事業（妊婦健診） 

母子保健法第 13条に基づき、妊婦の健康の保持及び増進を図り、安

心・安全な出産に資するよう、健康診査をする事業 

放課後児童健全育成事業 

保護者の就労などの理由で、放課後や長期休業中に保護者不在の小

学生に対して、児童厚生施設などを利用して適切な遊び、生活の場

を提供し、基本的な生活習慣の確立など、健全な育成を図る事業 

実費徴収に係る補足給付を行

う事業 

特定教育・保育施設等の利用に必要な実費徴収費用について、利用

世帯の所得状況等を勘案して、その全部又は一部を助成する事業 

多様な主体が本制度に参入す

ることを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研

究その他多様な事業者の技術、手法、経験などを活用した特定教育・

保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

 

（２）保育の必要性の認定 

 子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市区町村が、客観的な認定基準に基づき、保育の

必要性を認定した上で給付を行う仕組みになっています。認定は、以下の３区分です。 

認定区分 子の年齢 保育の必要性 対象者 主な利用施設 

1号認定 

（教育標準時間※１認定） 
３～５歳 なし 

新制度に移行する幼稚園

や認定こども園の利用を希

望される方 

（一時預かりを利用するこ

とも出来ます） 

・幼稚園 

・幼稚園＋一時預かり 

・認定こども園 

・認定こども園＋一時 

預かり 

２号認定 

（保育認定） 
３～５歳 

あり 

（教育を希望） 

あり 

保護者の就労や病気など

の理由で、家庭において必要

な保育を受けることが難し

いため、保育所や認定こども

園等の利用を希望される方 

・認定こども園 

・保育所 

３号認定 

（保育認定） 

０歳 

１・２歳 
あり 同上 

・認定こども園 

・保育所 

・地域型保育 

※１ 教育標準時間：幼稚園の教育時間は、4時間を標準として、園則等により各施設で定めています。それ以上の時間の 

利用は「一時預かり事業」の対象となります。 
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５ 計画の策定方法 

（１）基本的事項 

 本計画は、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援

給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 26年 7月 2

日号外内閣府告示第 159号、以下、「基本指針」）を参酌し、策定しました。 

（２）子ども・子育て会議の設置 

 本計画の策定にあたり、「東久留米市子ども・子育て会議」を設置し、計画内容の審議を行いました。

同会議は、子ども・子育て支援法第 77条第 1項に基づき、東久留米市子ども・子育て会議条例により設

置された機関です。 

 委員の構成は、 

（１）市内に在住し、子ども・子育て支援に関する事業を利用する児童の保護者 

（２）市内において子ども・子育て支援に関する事業を実施する者 

（３）学識経験者 

（４）子ども・子育て支援に関わる行政機関の職員 

（５）公募による市民 

となっています。 

 なお会議は公開で行われ、審議内容は東久留米市のホームページで公開されています。 

（３）ニーズ調査の実施 

 地域子ども・子育て支援事業計画は、子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等および地

域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向、子どもとその保護者が置かれている環境、その他の事

情を正確に把握した上で、これらを勘案して作成するものとされています。 

 本市では、適切な計画を作成する上で、地域の実情を把握する必要があることから、利用希望把握調

査（ニーズ調査）を実施しました。 

 

 ① 就学前児童調査 

  対象：市内に居住する０歳～就学前の子どもを持つ保護者 2,000人 

（平成 25年 9月時点における 5,537人から無作為抽出） 

  方法：郵送によるアンケート調査 

  調査期間：平成 25年 10月 18日から 11月 5日まで 

  有効回収率：44.8％ 

 

 ② 就学児童調査 

  対象：市立小学校２年生の子どもを持つ保護者 848人(悉皆) 

  方法：学校配布・学校回収によるアンケート調査 

  調査期間：平成 25年 10月 18日から 10月 29日まで 

  有効回収率：77.2％ 

 

 これらの調査結果を、国の手引きに従って集計・分析し、ニーズ量算出の基礎資料としました。 
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15,167 14,968 14,777 14,601 14,646 14,629

73,590 73,218 72,807 72,049 72,495 71,822

25,849 26,568 27,037 27,705 28,874 29,959

13.2% 13.0% 12.9% 12.8% 12.6% 12.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 年少人口の割合

（人）

879 915

820
855 861

7.6 7.9
7.1 7.4 7.4

8.5 8.4 8.2 8.3 8.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

200

400

600

800

1,000

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年

東久留米市出生数(左目盛り） 東久留米市出生率(右目盛り） 東京都出生率(右目盛り)

(人)

第２章 東久留米市子ども・子育て支援等の現状 

１ 人口と出生の現状 

①年齢三区分別人口の推移と年少人口の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】住民基本台帳各年 4月 1日（平成25年以降は外国人住民を含む） 

 

  

 

 

②東久留米市の出生数と出生率 

                                         (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】東京都 人口動態統計 

 

 

 

市全体の人口は概ね横ばいですが、年少人口の割合は少しずつ減少し、高齢者人口は増加してい

ます。少子化と高齢化が同時に進んでいる傾向です。 

出生数は、年により若干の変動がありますが、平成 23年以降は 800人台で推移しています。 

人口 1,000人あたりの出生率は、都の平均値を下回っています。 
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976 976 877 940 970 929

957 874 952 955 910 952

874 936 936 902 933 977

918 940 905 935 947 907

935 907 919 911 884 936

877 886 874 840 862 882

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

0歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

5,537 5,519
5,463 5,483 5,506 5,583

（人）

965 962 948 868 856 

943 947 868 855 845 

928 867 855 844 870 

848 854 
844 870 804 

829 843 
869 

803 778 

818 868 
802 

777 
674 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

5,331 5,341
5,186

5,017
4,827

（人）

③就学前人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】住民基本台帳各年 4月 1日 

  

 

 

④就学前人口の今後の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】量の見込み算出時の推計  

 

就学前児童の人口は、概ね 5,500人程度で推移しています。 

就学前人口は、減少していくことが推計されます。 
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２ 子育て支援の現状 

（１）市内の教育・保育施設の現状 

①認可保育所（認定こども園保育所部分含む）の施設数・定員・入所児童数 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

公立 

施設数 １０ １１ １０ １０ １０ 

定員 ９８４ １,００４ １,００４ １,０１４ １,０１１ 

入所児童数 ９８２ １,０１２ １,０２８ １,０１３ １,０１５ 

私立 

施設数 ５ ５ ６ ７ ７ 

定員 ５０６ ５００ ５５４ ６７１ ６７１ 

入所児童数 ５２８ ５２９ ５９２ ６６６ ６９６ 

合計 

施設数 １５ １６ １６ １７ １７ 

定員 １,４９０ １,５０４ １,５５８ １,６８５ １,６８２ 

入所児童数 １,５１０ １,５４１ １,６２０ １,６７９ １,７１１ 

※各年４月１日現在 

 

②認証保育所の施設数・定員・入所児童数 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

施設数 ２ ３ ３ ３ ３ 

定員 ４７ ４８ ７０ ７０ ７０ 

入所児童数 ４０ ３２ ５１ ４９ ５６ 

※各年４月１日現在 

 

③家庭的保育事業（家庭福祉員）の施設数・定員・入所児童数 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

施設数 ６ ７ ７ ６ ８ 

定員 ２６ ３１ ３２ ２８ ３８ 

入所児童数 ２４ ２５ ２８ ２３ ２９ 

※各年４月１日現在 

 

④幼稚園（認定こども園幼稚園部分含む）の施設数・認可定員・実園児数 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

施設数 ８ ８ ８ ８ ８ 

認可定員 ２,１５５ ２,１５５ ２,１５５ ２,２２５ ２,２９５ 

実園児数 １,５９０ １,５３４ １,５２４ １,５８５ １,６７１ 

※各年５月１日現在 
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18.1

61.3

2.7

20.8

15.2

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の

親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知

人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみ

てもらえる友人・知人がいる

いずれもない

無回答

％n=895（複数回答）

３ ニーズ調査の結果 

 この計画の策定にあたり、子育て中の意見やニーズを的確に反映するために、アンケート調査を実施

しました。 

 調査結果の主なものを掲載します。 

 

調査結果（グラフ）の見方 

・集計した数値（％）は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示しています。そのため、

質問に対する回答の選択肢が一つだけの場合、選択肢の数値（％）をすべて合計しても、100％に

ならないことがあります。 

・回答者数を分母として割合（％）を計算しているため、複数回答の場合には、各選択肢の割合を

合計すると 100％を超えます。 

・表中、図中に「－」と表示してあるのは、回答者がいなかった場合です。 

・調査票の選択肢の文章は、要約して短く表現している場合があります。 

 

 

◆子どもを見てもらえる親族・知人の有無◆ 

 

 

 

 「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が最も多く、61.3％となっています。

次いで「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」が 20.8％、「日常的に

祖父母等の親族にみてもらえる」が 18.1％、「いずれもない」が 15.2％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 
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90.3 3.9 5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=895

いる／ある いない／ない 無回答

78.0

81.1

20.3

4.8

8.5

2.5

24.0

17.8

0.2

11.0

1.9

5.1

0.1

0 20 40 60 80 100

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子供家庭支援センター

子育て支援施設

市健康課・保健所

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

％n=808（複数回答）

◆気軽に相談できる人の有無◆ 

 

 

 

 

 気軽に相談できる人や機関が「いる／ある」が 90.3％、「いない／ない」が 3.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 「友人や知人」が最も多く、81.1％となっています。次いで「祖父母等の親族」が 78.0％、「保育士」

が 24.0％、「近所の人」が 20.3％、「幼稚園教諭」が 17.8％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 

問 お子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、相談できる場所はありま

すか。 
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94.4

21.2

0.1

4.2

0.6

22.0

-

0.7

0.7

46.1

-

5.1

4.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親

(n=895)

母親

(n=895)

フルタイム（就労している）

フルタイム（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイト等（就労している）

パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中）

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

-

1.4

-

6.0

0.2

8.4

0.2

13.2

64.7

58.5

28.7

11.1

3.9

0.2

2.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親

n=851

母親

n=431

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

◆保護者の就労状況◆ 

  

 

 

 母親では「以前は就労していたが、現在は就労していない」が最も多く、46.1％となっています。次

いで「パート・アルバイト等で就労している」が 22.0％、「フルタイムで就労している」が 21.2％と続

いています。 

 父親では「フルタイムで就労している」が最も多く、94.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【１週当たりの就労日数】 

 母親では「５日」が最も多く、58.5％となっています。次いで「４日」が 13.2％、「６日」が 11.1％

と続いています。 

 父親では「５日」が最も多く、64.7％となっています。次いで「６日」が 28.7％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 宛名のお子さんの保護者の現在の働き方（自営業、家族従事者含む）はどのようなものですか。 

問 週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えください。就労

日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・

介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 
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-

-

0.1

1.2

-

3.2

-

9.5

-

12.3

0.4

13.5

2.4

16.5

23.0

27.6

70.2

13.0

4.0

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親

n=851

母親

n=431

１時間台 ２時間台 ３時間台 ４時間台 ５時間台

６時間台 ７時間台 ８時間台 ９時間以上 無回答

5.4

1.4

21.7

3.5

37.1

27.4

22.1

43.4

6.2

11.8

4.0

8.4

3.4

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親

n=851

母親

n=431

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答

【１日当たりの就労時間】 

 母親では「８時間台」が最も多く、27.6％となっています。次いで「７時間台」が 16.5％、「６時間

台」が 13.5％、「９時間以上」が 13.0％、「５時間台」が 12.3％と続いています。 

 父親では「９時間以上」が最も多く、70.2％となっています。次いで「８時間台」が 23.0％と続いて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【家を出る時間】 

 母親では「８時台」が最も多く、43.4％となっています。次いで「７時台」が 27.4％、「９時台」が

11.8％と続いています。 

 父親では「７時台」が最も多く、37.1％となっています。次いで「８時台」が 22.1％、「６時台」が

21.7％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンに

ついてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えくだ

さい。 
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1.9

20.0

2.0

16.2

6.8

32.7

13.3

17.9

18.4

4.6

53.8

3.9

3.8

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親

n=851

母親

n=431

17時より前 17時台 18時台 19時台 20時台 21時以降 無回答

65.8 32.1 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=895

利用している 利用していない 無回答

【帰宅時間】 

 母親では「18時台」が最も多く、32.7％となっています。次いで「17時より前」が 20.0％、「19時台」

が 17.9％、「17時台」が 16.2％と続いています。 

 父親では「21時以降」が最も多く、53.8％となっています。次いで「20時台」が 18.4％、「19時台」

が 13.3％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平日の定期的な教育・保育事業の利用状況◆ 

  

 

 

 「利用している」が 65.8％、「利用していない」が 32.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 お子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用されていますか。 
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39.4

8.5

41.9

10.7

1.2

1.2

3.7

2.5

-

1.4

1.4

0 10 20 30 40 50

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育（家庭福祉員）

事業所内保育施設

認証保育所、定期利用保育事業

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

％n=589（複数回答）

55.1

32.6

44.5

24.6

5.6

4.2

3.8

5.6

0.7

2.9

9.6

0.9

1.9

2.3

0 20 40 60

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育事業（家庭福祉員）

事業所内保育施設

認証保育所・定期利用保育事業

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

どれも利用するつもりがない

無回答

％n=895（複数回答）

  

 

 

 「認可保育所」が最も多く、41.9％となっています。次いで「幼稚園」が 39.4％、「認定こども園」

が 10.7％、「幼稚園の預かり保育」が 8.5％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「幼稚園」が最も多く、55.1％となっています。次いで「認可保育所」が 44.5％、「幼稚園の預かり

保育」が 32.6％、「認定こども園」が 24.6％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 お子さんは、平日（月～金）、幼稚園や保育園などを利用していますか。年間を通じて「定期的に」

利用している事業をお答えください。 

問 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日（月～金）の教育・

保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。 
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60.0

12.3

52.3

23.1

39.2

-

20.8

30.0

0 10 20 30 40 50 60 70

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学童保育

ファミリー・サポート・センター

放課後子ども教室

その他（公園、学校の校庭など）

％n=130（複数回答）

61.8

17.4

78.6

25.5

12.5

0.8

27.8

54.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学童保育

ファミリー・サポート・センター

放課後子ども教室

その他（公園、学校の校庭など）

％n=655（複数回答）

◆小学校就学後の放課後の過ごし方◆ 

 

 

 

 小学校就学前の児童を持つ保護者に、小学校入学後の放課後の過ごし方の希望を訪ねたところ、「自宅」

が最も多く、60.0％となっています。次いで「習い事」が 52.3％、「学童保育」が 39.2％、「その他（公

園、学校の校庭など）」が 30.0％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高学年になってからの放課後の過ごし方の希望◆ 

  

 

 

 小学校 2年生の児童の保護者に希望する放課後の過ごし方を訪ねたところ、 「習い事」が最も多く、

78.6％となっています。次いで「自宅」が 61.8％、「その他（公園、学校の校庭など）」が 54.5％、「放

課後子ども教室」が 27.8％、「児童館」が 25.5％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日（月～金）の小学校終了後）の時間をどの

ような場所で過ごさせたいと思いますか。 

問 小学２年生のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日（月～

金）の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 



19 

 

第３章 基本事項 

１ 教育・保育および子ども・子育て支援事業の見込み量の算出方法 

 本市では、国が示す基本指針に則して、平成 25年に実施した利用希望把握調査（ニーズ調査）の結果

をもとに、『市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き』（平

成 26年 1月・厚生労働省）に基づいて、教育・保育および子ども・子育て支援事業の量の見込みの推計

を行いました。 

 

２ 教育・保育および子ども・子育て支援事業の提供区域の設定 

 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保

育を提供するための施設整備の状況等を総合的に勘案して、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅

から容易に移動することができる区域（「教育・保育提供区域」）を定める必要があります。 

 本市では、「現状の利用実態に即しているため、本計画と実態とのかい離が少ない」「施設の整備を広

域的にできるので、柔軟かつ合理的な需給バランスの調整や弾力的な運用を行うことができる」などの

理由により、市の全域を一つの提供区域とすることとします。なお、「放課後児童健全育成事業(学童保

育）」に関しては、現状どおり、各小学校区を提供区域とします。 

 

 

【市内子育て関連施設地図】 

       （平成 26年度） 

 

 

凡例

認可保育所

延長保育事業

一時預かり事業

認証保育所

定期利用保育施設

家庭的保育事業

地域子育て支援拠点事業

養育支援訪問事業

学童保育所

児童館

私立幼稚園

認定こども園（幼保連携型）

認定こども園（幼稚園型）

病児・病後児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

子ども家庭支援センター
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３ 幼児期の教育・保育 

（１）幼児期の教育・保育の量の見込み 

 計画期間における「幼児期の教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を定めます。 

 市内に居住する子どもについて、ニーズ調査により把握した「利用希望」を踏まえて以下の年度、認

定区分ごとに「量の見込み」を設定します。 

 

年 度 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 1・2歳 幼児期の学校教
育の利用希望が
強い 

左記以外 

平成２７年度 1,425 265 1,202 215 783 

平成２８年度 1,396 260 1,180 228 792 

平成２９年度 1,347 250 1,141 211 800 

平成３０年度 1,297 240 1,102 191 781 

平成３１年度 1,299 241 1,104 177 739 

 

（２）幼児期の教育・保育提供体制の確保の内容およびその実施時期 

  （１）の「量の見込みに対応するよう、年度ごとに「教育・保育の提供体制の確保の内容および実

施時期（確保方策）」を設定します。なお、国は「待機児童解消加速化プラン」により、平成 29年度

末までに待機児童を解消することを推進しており、このことを踏まえ、平成 27年度から 3年間で特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業を整備していくことを目指します。 

 

【平成２５年度 実績】 

 １１頁の教育・保育施設の現状を参照してください。 

 

【今後の方向性】 

  １号認定及び２号認定のうち幼児期の学校教育の利用希望が強い保護者のニーズに対しては、教育

施設又は新制度に移行しない幼稚園において確保できる見込みです。 

  また、２号認定及び３号認定の保育需要については、供給不足が見込まれることから、保護者の就

労状況等による多様なニーズへの対応を踏まえ、認可保育所並びに小規模保育施設及び家庭的保育施

設等の特定地域型保育事業の整備、幼稚園の認定こども園への移行の推進により提供体制の確保を目

指します。 

  なお、待機児童が見込まれる年度においては、これまで同様に保育の質を確保しながら、保育所等

への定員の弾力化の依頼により待機児童を最小限に抑えていくように努めます。 
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単位：人 

年 度 平成２７年度 

 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 1・2歳 幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

①量の見込み 1,425 265 1,202 215 783 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設（※１） 233 78 1,031 156 596 

新制度に移行しない幼稚園 1,700    

特定地域型保育事業（※２）    10 34 

認可外保育所（※３）   26 15 81 

②－① 321 △145 △34 △72 

年 度 平成２８年度 

 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 1・2歳 幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

①量の見込み 1,396 260 1,180 228 792 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設（※１） 233 78 1,093 165 629 

新制度に移行しない幼稚園 1,700    

特定地域型保育事業（※２）    22 60 

認可外保育所（※３）   22 13 65 

②－① 355 △65 △28 △38 

年 度 平成２９年度 

 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 1・2歳 幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

①量の見込み 1,347 250 1,141 211 800 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設（※１） 760 243 1,146 183 674 

新制度に移行しない幼稚園 984    

特定地域型保育事業（※２）    31 106 

認可外保育所（※３）   22 8 40 

②－① 390 27 11 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 市より、施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所 

※２ 市より、地域型保育給付費の支給に係る施設として確認を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業

所内保育 

※３ 市が運営費支援等を行っている認可外保育施設等（定期利用保育・認証保育所） 
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年 度 平成３０年度 

 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 1・2歳 幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

①量の見込み 1,297 240 1,102 191 781 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設（※１） 760 243 1,146 183 674 

新制度に移行しない幼稚園 984    

特定地域型保育事業（※２）    31 106 

認可外保育所（※３）   22 8 40 

②－① 450 66 31 39 

年 度 平成３１年度 

 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 1・2歳 幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

①量の見込み 1,299 241 1,104 177 739 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設（※１） 760 243 1,146 183 674 

新制度に移行しない幼稚園 984    

特定地域型保育事業（※２）    31 106 

認可外保育所（※３）   22 8 40 

②－① 447 64 45 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 市より、施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所 

※２ 市より、地域型保育給付費の支給に係る施設として確認を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業

所内保育 

※３ 市が運営費支援等を行っている認可外保育施設等（定期利用保育・認証保育所） 
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【参考 平成２７年度における教育・保育施設の利用見込み数等】 

 

・幼稚園、認定こども園                  単位：人 

年齢 ３～５歳 

認定区分 １号 ２号（教育希望） 

特定教育・保育施設 233 78 

新制度に移行しない幼稚園 1,700 

   ※新制度に移行しない幼稚園の利用には原則、認定区分はありません。 

 

・保育所、地域型保育、認可外保育               単位：人 

 

認定区分等 

２号 ３号  

３～５歳 ０歳 １歳 ２歳 計 

認可保育所 1,031 156 278 318 1,783 

地域型保育施設  44 44 

東京都認証保育所 110 110 

定期利用保育施設  12 12 
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４ 地域子ども・子育て支援事業に関する事項 

（１）利用者支援に関する事業                       

【事業の内容】 

 子育て中の親子や妊婦等が、幼稚園・保育所などの施設あるいは地域の子育て支援事業の中から必要

な支援を選択して円滑に利用できるように、行政窓口その他の場所で専任職員が情報提供、相談、援助

を行い、関係機関との連絡調整を行う事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

 新規事業のため、実績なし 

 

【今後の方向性】 

 市役所の窓口に１か所設置し実施していきます。幼稚園や認定こども園、保育所等も含めた子育て支

援に係る施設や事業について、幅広い情報収集を行い効果的な情報提供に努めます。また、保護者の個

別ニーズを把握し、利用支援や助言、関係機関との連絡調整を実施していきます。 

 なお、新たな事業であるため、利用状況等を踏まえ、利用者支援事業の設置場所や箇所数について検

討していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み か所 1  1  1  1  1  

②確保方策 か所  1  1  1  1  1 

②－① か所  0  0  0  0  0 

 

（２）時間外保育事業（延長保育事業）                   

【事業の内容】 

 ２号認定または３号認定を受けた子どもが、保護者の勤務条件や家庭の事情などにより、通常の利用

日及び利用時間以外の日や時間に保育を必要とする場合に、認定こども園、保育所等において保育を実

施する事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

９４５人 

 

【今後の方向性】 

 時間外保育事業については、計画期間中の量の見込みに対し、提供体制は確保できていると考えてい

ます。今後も継続して実施していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人 1,018 1,020 990 958 922 

②確保方策 人  1,086 1,163 1,308 1,308 1,308 

②－① 人 68 143 318 350 386 
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ）                

【事業の内容】 

 保護者が出産や病気などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難になった子ど

もに対し、市が委託する児童養護施設等に子どもを預け必要な保護を行う事業です。宿泊を伴う場合も

あります。 

 

【平成２５年度 実績】 

５２人日 

 

【今後の方向性】 

 子育て短期支援事業については、現行の事業実施により量の見込みに対応できている状況です。今後

も事業の周知に努めながら、実施していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人日 291 292 283 274 264 

②確保方策 人日 730 730 730 730 730 

②－① 人日 439 438 447 456 466 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業等）          

【事業の内容】 

 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師又は助産師が訪問し、育児に関する不安や悩みの

傾聴、子育て支援に関する情報提供、乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握、支援が必

要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整等の支援を行う事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

８５４人 

 

【今後の方向性】 

 乳児家庭全戸訪問事業については、現行の事業実施により量の見込みに対応できている状況です。今

後も早期から適切な育児支援が受けられるように継続的に実施していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人 876 924 864 828 732 

②訪問数 件数 876 924 864 828 732 

訪問率（②／①） ％ 100 100 100 100 100 

確保方策 

実施体制：15人（常勤保健師 10人、委託助産師 5人） 

実施機関：東久留米市福祉保健部健康課 

委託団体等：東久留米市助産師会 
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（５）養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他の者による要保

護児童等に対する支援に資する事業                   

【事業の内容】 

 家庭における安定した養育が実施できるよう、養育について支援が必要な家庭に対し、訪問による具

体的な育児に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行います。 

 

【平成２５年度 実績】 

１，１４７件 

 

【今後の方向性】 

 育児不安の解消や養育技術の提供等のため、健診事業等の母子保健活動や乳児全戸訪問事業と連携し

ながら有効活用を図ります。今後は、養育支援訪問事業をより利用しやすいよう相談できる窓口として、

事業周知の強化を図っていきます。 

専門相談支援については、迅速、適切な対応が求められることから、関係機関との連携を強化すると

ともに、研修等を活用し対応職員の養成を継続します。また、必要に応じた育児・家事援助についても

継続していきます。 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 

（延べ訪問件数） 
件数 1,147 1,224 1,301 1,060 1,025 

確保方策 
実施体制：子ども家庭支援センター職員 

実施機関：子ども家庭部子育て支援課 子ども家庭支援センター 

 

（６）地域子育て支援拠点事業                       

【事業の内容】 

 小学校就学前の児童とその保護者が集まり、一緒に遊びながら交流するふれあいの場を提供するとと

もに、子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てに関する悩みについての相談を行います。 

 

【平成２５年度 実績】 

１３，２３２人 

 

【今後の方向性】 

 地域子育て支援拠点事業については、現行の事業実施により量の見込みに対応できていると考えてい

ます。なお、事業周知を強化し、既存の施設の有効活用を図ります。今後も子ども家庭支援センターな

どの子育て関連施設や民間の幼稚園、保育所における地域活動の利用状況、利便性などを踏まえ事業内

容について検討していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人回 45,844 47,130 46,211 45,107 41,452 

②確保方策 か所 2 2 2 2 2 
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（７）病児保育事業（病児・病後児保育事業）                

【事業の内容】 

 子どもが病中又は病気の回復期であって、集団保育が困難で医師が必要と認めた期間、医療施設等に

付設された専用スペース等で、一時的に保育及び看護ケアを実施する事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

１９６人日 

 

【今後の方向性】 

 病児保育事業については、現行の事業実施により量の見込みに対応できていると考えています。今後

も事業の周知を継続的に実施し、利用状況を踏まえ、利便性の向上に努めます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人日 882 885 876 848 815 

②確保方策 人日 880 880 880 880 880 

②－① 人日 △2 △5 4 32 65 

 

（８）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）    

【事業の内容】 

 子育てのお手伝いをしたい会員（サポート会員）と、子育てのお手伝いを受けたい会員（ファミリー

会員）による、組織的な相互援助活動（有償ボランティア活動）です。事前に事業説明会に参加し、入

会する必要があります。ファミリー会員からの利用希望があった場合に、センターがサポート会員と連

絡調整して、援助活動につなげていきます。 

 

【平成２５年度 実績】 

ファミリー会員 ４９１名、サポート会員 ２０５名、両方会員 ７名     計７０３名 

活動件数    ３，６４４人日（０～５歳 ２，４４１人日 ６～１１歳 １，２０３人日） 

 

【今後の方向性】 

 ファミリー・サポート・センター事業のさらなる周知とセンター機能の強化に努め、サポート会員 1

人あたりの年間活動件数、サポート会員数及び両方会員数の増加を図り、量の見込みに対応する供給量

の確保をしていきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人日 4,947 5,044 5,044 5,044 4,992 

②確保方策 人日 1,653 2,239 2,981 3,905 5,035 

②－① 人日 △3,294 △2,805 △2,063 △1,139 43 
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（９）一時預かり事業                           

 

【事業の内容】 

 幼稚園や保育所等で急な用事など、家庭で一時的に保育が困難になった場合に、子どもを預かる事業

です。なお、幼稚園での教育標準時間前後の預かり保育も一時預かり事業となります。 

 

【平成２５年度 実績】 

預かり保育、一時預かりとして、６５，８２０人日 

 

【今後の方向性】 

 幼稚園や認定こども園における一時預かり事業では、今後も施設と連携し、量の見込みに対応する提

供体制の確保をしていきます。在園児対象型を除く一時預かり事業においても、施設に積極的に働きか

けを行い、量の見込みに対応する供給量の確保を目指します。ファミリー・サポート・センター事業の

今後の方向性については子育て援助活動支援事業に記載しているとおりです。 

 

① 一時預かり事業（幼稚園や認定こども園における在園児対象とした一時預かり（預かり保育※１）） 

  単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見

込み 

1号認定 人日 17,338 16,971 16,329 15,693 15,718 

2号認定 人日 50,058 48,999 47,146 45,310 45,381 

②確保方策 人日 64,766 68,574 72,382 72,382 72,382 

②－① 人日 △2,630 2,604 8,907 11,379 11,283  

 

② 一時預かり事業（①以外） 

  単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 人日 52,827 54,214 53,158 51,784 47,683 

②
確
保
方
策 

一時預かり事業 
（在園児対象型を除く） 

人日 18,300 23,180 38,064 42,944 42,944 

ファミリー・サポー
ト・センター事業 
（就学前児童） 

人日 3,307 4,477 5,963 7,811 10,069 

②－① 人日 △31,220 △26,557 △9,131 △1,029 5,330 

 

※1 

預かり保育： 

私立幼稚園で保育開始前及び終了後に、幼稚園の教育標準時間（4時間）以上、子どもを預けたい希

望がある家庭に対して保育を提供する事業（東京都推進事業） 

一時預かり事業： 

   新制度において、市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業として位置付けられ、市が上記の 

保育の提供について、幼稚園又は認定こども園に委託し実施する事業（幼稚園型一時預かり事業） 
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（１０）妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健診）          

 

【事業の内容】 

 妊婦の健康の保持及び増進を図り、安心・安全な出産に資するよう、母子保健法第 13条に基づき実施

している事業です。現在、本市においては、妊娠確定後、妊娠届を提出し母子健康手帳の交付を受けた

方に、妊婦健康診査14回分と妊婦超音波検査1回分を一部公費で受診できる受診票をお渡ししています。 

 

【平成２５年度 実績】 

１０，８８０回 

 

【今後の方向性】 

 今後も継続して実施していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 

（受診券配布件数） 
件数 924 864 828 732 732 

②１人あたりの 

健診回数 
回 15 15 15 15 15 

総健診回数 

（②×③） 
回 13,860 12,960 12,420 10,980 10,980 

確保方策 

実施場所：委託医療機関 

実施時期：通年実施 

実施体制：個別 

検査項目：国が定める基本的な妊婦健診項目（体重・血圧・尿・血液検査 他） 

（②の 1人あたり健診回数には、超音波検査 1回分が含まれます） 
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（１１）放課後児童健全育成事業（学童保育）                

 

【事業の内容】 

 保護者の就労などの理由で、放課後や長期休業中に保護者不在の小学生に対して、自主性、社会性及

び創造性の向上や基本的な生活習慣の確立等を図り、健全な育成を図る事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

小学校３年生までを対象とした事業の際に待機児童はいませんでした。 

 

【今後の方向性】 

 平成 27年度以降は、事業の対象者が小学６年生まで拡大されることとなりました。このことを前提に

実施したニーズ調査により量の見込みが設定されています。 

 １３の小学校地区のうち、７地区において、利用希望者が現在の定員を超える見込みです。これらの

施設においては、学校施設（放課後に学童保育所として活用できる余裕教室など）の借用等により量の

見込みに対応する提供体制の確保を目指していきます。 

 その他の６地区では現行の事業実施により、量の見込みに対応できる予定です。 

 なお、いずれの地区においても、利用状況を踏まえ、保育の質を確保しながら、保育スペースの拡大

や弾力化なども検討していきます。その際には「東久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例」、「東久留米市立学童保育所設置条例施行規則」による運営に関する規定や「東

久留米市立学童保育所入所基準」等の例規に基づき対応していきます。 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第一小地区 

①量の見込み 人 88 98 97 96 94 

②確保方策 人 100 100 100 100 100 

②－① 人 12 2 3 4 6 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第二小地区 

①量の見込み 人 101 103 103 108 106 

②確保方策 人 120 120 120 120 120 

②－① 人 19 17 17 12 14 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第三小地区 

①量の見込み 人 93 99 95 98 96 

②確保方策 人 100 100 100 100 100 

②－① 人 7 1 5 2 4 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第五小地区 

①量の見込み 人 105 113 120 122 120 

②確保方策 人 100 100 130 130 130 

②－① 人 △5 △13 10 8 10 
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単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第六小地区 

①量の見込み 人 66 71 73 73 71 

②確保方策 人 60 60 90 90 90 

②－① 人 △6 △11 17 17 19 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第七小地区 

①量の見込み 人 112 108 109 111 108 

②確保方策 人 110 110 110 110 110 

②－① 人 △2 2 1 △1 2 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第九小地区 

①量の見込み 人 108 112 115 121 118 

②確保方策 人 90 120 120 120 120 

②－① 人 △18 8 5 △1 2 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

第十小地区 

①量の見込み 人 76 70 69 63 61 

②確保方策 人 80 80 80 80 80 

②－① 人 4 10 11 17 19 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

小山小地区 

①量の見込み 人 67 65 63 66 64 

②確保方策 人 60 60 90 90 90 

②－① 人 △7 △5 27 24 26 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

神宝小地区 

①量の見込み 人 53 49 48 47 46 

②確保方策 人 45 45 75 75 75 

②－① 人 △8 △4 27 28 29 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

南町小地区 

①量の見込み 人 86 86 80 82 80 

②確保方策 人 70 70 100 100 100 

②－① 人 △16 △16 20 18 20 

 

 
単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

本村小地区 

①量の見込み 人 51 48 46 46 44 

②確保方策 人 60 60 60 60 60 

②－① 人 9 12 14 14 16 
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単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

下里小地区 

①量の見込み 人 30 30 31 30 29 

②確保方策 人 45 45 45 45 45 

②－① 人 15 15 14 15 16 

 

（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業                 

【事業の内容】 

 特定教育・保育施設または地域型保育事業の利用の際に、教育・保育に係る日用品、文房具その他物

品の購入に要する費用や行事への参加に要する費用等の実費徴収が行われた場合について、保護者の世

帯の所得状況等を勘案し、市が定める基準に該当したときに、その実費徴収の全部または一部を助成す

る事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

 新規事業のため、実績なし 

 

【今後の方向性】 

 国の動向に応じ事業の実施について検討していきます。 

 

（１３）多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業   

【事業の内容】 

 子ども・子育て支援新制度において、多様な事業者の技術、手法、経験などを活用し、特定教育・保

育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

【平成２５年度 実績】 

 新規事業のため、実績なし 

 

【今後の方向性】 

 これまでも、幼稚園や保育所等の相談は、所管課にて受付、手続きに係る支援や助言を行ってきまし

た。今後も市内において、多様な事業者がその技術、手法、経験などを活用しながら教育・保育施設等

に参入し、円滑に事業が実施できるよう、事業者に対する支援、相談・助言等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

５ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供および推進体制の確保の内容 

 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況や働き方の変化等によ

らず、柔軟に子どもを受けいれることができる施設です。中でも幼保連携型認定こども園は「幼保

連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、教育と保育を一体的に提供していく施設であり、

「幼稚園教育要領」に基づき教育を行う幼稚園、「保育所保育指針」に基づき保育を実施している保

育所とともに、子ども・子育て支援新制度においても特定教育・保育施設として幼児期の教育・保

育を担う重要な施設です。 

国の基本指針では、乳幼児の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるとされ

ており、また、認定こども園の中でも幼保連携型認定こども園については、学校及び児童福祉施設

として一の認可の仕組みとして制度改正が行われたことを踏まえると、認定こども園の推進、普及

は子どもの健やかな育ちを支える上で、重要な方向性であると考えられます。 

本市では、現在の教育・保育の利用状況や保護者の利用希望に沿って、教育・保育の適切な利用

が可能となるよう、幼稚園から認定こども園への移行に必要な支援及び認定こども園の普及を図る

ため、次の内容に取り組みます。 

 ・幼稚園設置者等に対し、認定こども園に関する情報提供を適宜行い、移行を支援します。  

 ・幼稚園教諭と保育士の合同研修など、必要な支援に努めます。 

 ・教育・保育施設及び地域型保育事業者の相互の連携並びに、認定こども園、幼稚園及び保育所

との連携を推進します。 

 ・多様な保護者のニーズに基づき、必要な情報提供、関係機関との連絡調整を適切に行うことで、

子育て支援事業と相まった、教育・保育の一体的提供を推進していきます。 
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第４章 その他の事項 

 

１ 産後の休業および育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

 現在、０歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、

取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況があるとされることを踏まえ、育児休業満了時（原則、

職場に復帰するケースが多い、子どもが１歳到達時）からの特定教育・保育施設又は特定地域型保育事

業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用できるような環境を整備することが重要です。 

 本市では、次の取り組みにより円滑な利用の確保に努めていきます。 

 

①情報提供の推進 

 産前・産後の休業及び育児休業後に、職場への復帰が希望に応じて円滑に行われるよう、利用者支援

事業等を活用し特定教育・保育の利用を希望する方への情報提供を進めます。 

 

②保育需要に応じた定員の拡充 

 育児休業からの復帰が円滑に進むよう、認可保育所や小規模保育施設の整備、幼稚園の認定こども園

への移行の推進による提供体制の確保の際に、保育需要が多いと見込まれる１歳児の定員拡充に配慮し、

希望する児童が保育を受けられる体制を整えます。 

 

２ 子どもに関する専門的な知識および技術を要する支援に関する都との連携 

（１）児童虐待防止 

 児童虐待は、子育て家庭の孤立化や不安・負担の解消を図ることが何よりの防止策であり、本市では、

このような観点からも継続して各種相談事業等を行います。また、要保護児童対策協議会の強化に努め、

健康診査、保健指導等の母子保健活動や地域の医療機関との連携、乳児家庭全戸訪問事業の実施等を通

じて、児童の生活環境や心身の状態などから虐待の兆候をとらえ、未然に、または早期に対応ができる

よう、十分な体制を整えます。 

 なお、現在本市では、子ども家庭支援センターを中心に、福祉、医療、保健、教育、警察等の関係諸

機関と連携して早期発見・早期対応に備えるとともに、小平児童相談所等の専門機関と協力し、虐待を

受けている子どもの保護や、保護者に対する援助を行っています。 

  

（２）特別な支援を要する児童への施策 

 特別な支援を要する児童への療育等については、乳幼児健診をはじめとする母子保健活動、その他様々

な事業を通じて、児童とその保護者に対する支援が適切に行えるよう施策を進めます。 

 相談事業においては、保護者が子どもの発達の遅れや障害・病気などについての不安を軽減できるよ

う、発達相談や就学相談を行います。 

 学校教育においては、校内委員会・特別支援コーディネーターの配置のほか、特別支援学級、通級指

導学級を設置し、特別な支援の必要な児童、生徒一人ひとりのニーズに対応した特別支援教育を実施し

ます。 

 また、都や医療機関などの専門機関との連携を進め、地域での自立生活を支える総合的な支援を引き

続き推進します。 
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【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 関係機関等 

早期発見の取

り組みの充実 

  各健診の結果、経過観察健診として、発育・発達の経過観察を行っています。また、臨床

心理士による心理経過観察健診や児童精神・小児神経の専門医による発達健診を行い、障

害等の早期発見・早期療育を図ります。 

 継続支援が必要な場合には、関係機関と連携しながら調整しています。 

健康課 

障害児保育の

充実 

 保育所での障害児保育を充実するために、わかくさ学園など専門的施設・機関と連携し、

障害のある乳幼児に対し、早期治療や個々の発達状況に応じた保育を提供できるよう体制

の充実を図ります。 

保育課 

障害児療育の

充実 

 わかくさ学園（発達相談室を含む）で、障害のある児童及び発達に課題のある児童の早期

療育を図り、養護者の相談支援を行います。保育所や学校はじめ関係機関との連携を強

め、児童の就学後までの切れ目のない支援体制を目指していきます。 

障害福祉課 

特別支援教育

の実施 

 特別支援教育を円滑に推進するため、各学校において特別支援コーディネーターを中心

に校内委員会での協議や関係諸機関との連携などに取り組み、児童、生徒一人ひとりに応

じた指導及び支援の充実を目指していきます。 

 また、教育活動全般において特別な指導を必要とする児童、生徒を対象とする固定学級

（知的障害）を小学校４校、中学校３校に設置し、固定学級（自閉症・情緒障害）を小学校１校

に設置しています。更に、教育活動の一部において特別な指導を必要とする児童、生徒を

対象とする通級指導学級（情緒障害）を小学校２校、中学校１校に設置し、通級指導学級（言

語障害）を小学校１校に、通級指導学級（難聴）を小学校１校、中学校１校に設置して指導・

支援を行っています。 

学務課 

学童保育所へ

の障害児受け

入れ 

  放課後児童健全育成事業（学童保育）における障害児の受け入れをしていきます。 

平成２７年４月より、対象が小学６年生まで拡大されました。障害児への対応について

は、障害児二人につき補助員一人を配置するなど、保育体制の充実を図ります。 

 また、臨床心理士による研修、東京都主催の各種研修に参加するなど、支援員、補助員

の資質向上を図ってまいります。  

なお、入所にあたっては、東久留米市立学童保育所入所基準等に基づき、受け入れに配

慮していきます。 

子育て支援課 

  〈関係計画〉 

    ・東久留米市障害者計画・障害福祉計画 

    ・東久留米市教育振興基本計画 

 

（３）ひとり親家庭の自立支援 

 ひとり親家庭について、相談支援や生活支援等、ニーズに合わせた支援を関係各機関とともに行いま

す。特に乳幼児を抱えるひとり親家庭では、子育てをはじめ生活全般にわたる精神的、経済的負担が大

きいことから、本市では、各種手当てや助成、給付金等の制度を活用して経済的自立を援助するととも

に、就労支援などの生活全般の自立に向けた総合的な取り組みを行います。 
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【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 関係機関等 

ひとり親家庭 

ホームヘルプ

サービス事業 

 ひとり親家庭に一定期間ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要なサービスを

提供しています（原則、義務教育低学年までの児童のいるひとり親家庭を対象に実施）。 

  

子育て支援課 

母子及び父子

並びに寡婦自

立促進事業 

 生活保護就労支援員と協力して自立のための相談支援を実施しています。現状を維持し

ながら、生活保護就労支援員と調整・連携を図り、自立促進計画の策定を引き続き実施して

いきます。 

子育て支援課 

児童扶養手当

支給事業 

 母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を目的に、18歳未満（障害児は20歳未満）

の児童を養育している一定の所得基準以下の母子家庭等に手当を支給しています。法定受

託事務として今後も実施していきます。 

子育て支援課 

児童育成手当

支給事業 

 ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進のために、18歳未満（障害児は20歳未

満）の児童を養育している一定の所得基準以下のひとり親家庭等（父子家庭も対象）に手当

を支給しています。財源を負担する東京都の条例に基づき今後も実施していきます。 

子育て支援課 

ひとり親家庭

等医療費助成

事業 

 ひとり親家庭等の父、母及び児童、養育者及び養育者が養育する児童に対して、国民健

康保険等各法の規定により医療費の給付が行われた場合における医療費のうち被保険者

が負担すべき額の一部を負担します。財源の一部を補助する東京都の補助要綱に準じて

今後も実施していきます。 

子育て支援課 

ひとり親家庭

住宅手当助成

事業 

 民営の借家住まいのひとり親家庭に対し、住宅費の一部を助成します。 

 市単独事業として実施しており、高齢者・障害者住宅手当の支給要件との整合性を図りな

がら実施していきます。 

子育て支援課 

母子家庭等自

立支援給付金

事業 

 母子家庭の母及び父子家庭の父を対象に、指定の教育訓練講座の受講料の一部を助成

する他、看護師や介護福祉士等の資格取得に対する支援を行っています。今後もこの事業

を通じて積極的に就業支援を行っていきます。 

子育て支援課 

母子保護の実

施事業 

 市内在住の配偶者のない女子等に福祉に欠けるところがある場合に、申し込みにより、母

子生活支援施設への入所手続きを行います。制度として確立しているものではありますが、

入所中の世帯の状況に合った方策により、いかに自立させていくかが課題であり、内容の

充実を図りながら実施していきます。 

子育て支援課 

ひとり親家庭に

対する相談体

制の強化 

 ひとり親家庭の相談は、母子・父子自立支援員２人を配置して実施しています。教育訓練

給付金、高等職業訓練促進給付金事業、東京都母子及び父子（女性）福祉資金の貸付など

の制度は確立しているので、必要な人に必要な支援が届くよう、ひとり親サービス利用者へ

の説明と、広報や市ＨＰ等を活用した幅広い情報提供に努めます。 

子育て支援課 

  〈関係計画〉 

    ・東久留米市地域福祉計画 
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３ 労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境の整備に関する施策との連携 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

 子育てが円滑に取り組まれるためには、男女ともに仕事と生活の調和がとれた生活を営むことが大切

です。仕事と生活の調和の実現について、国は「ワーク・ライフ・バランス憲章」、「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」において、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援

すること等により、社会全体の運動として広げていく必要があるとされています。 

本市では平成 23年に策定した「男女共同参画社会の形成をめざす 東久留米市第 2次男女平等推進プ

ラン」において、仕事と生活が調和し、男女が共に能力を発揮できる活力ある社会の実現に向け、仕事

の時間と家庭や地域活動、自己実現等の時間を自分の望むバランスで取れる生活を送れるよう仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進のための啓発に取り組むこととしています。 

 雇用機会均等法や育児・介護休業法など、法律や制度の整備・充実は進んでいるものの、依然として

育児休業を取得しづらい職場環境が残っていたり、休業後の職場復帰や子どもの病気の際の配慮不足、

長時間勤務の常態化は続いています。 

 本市では、企業・地域の子育てに対する理解と配慮を深めるための意識啓発を進めるとともに、各種

制度がより利用しやすいものになるよう、今後も関係部署、市内事業所等をはじめとする民間団体、Ｎ

ＰＯなどと連携して、ワーク・ライフ・バランスが実現するための取り組みを進めます。 

 

（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備 

 教育・保育施設、放課後児童健全育成事業及び子育て援助活動支援事業の充実を図り、多様な就労状

況に対応した子育て支援に努めていきます。 

 

【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 関係機関等 

行政機関内部での

支援事業 

事業主として特定事業主行動計画を策定し、子育てに関する制度の周知徹底、職

員の妊娠中及び出産後における配慮の充実、男性の育児参加支援、育児休業を取得

しやすい環境の整備などに取り組みます。 

職員課 

女性の再就職支援  女性の再就職のための情報提供及び講座の充実を図ります。 生活文化課 

女性の起業に関す

る情報提供・支援 

 関係機関と連携し、起業に関する知識や手法についての情報提供及び講座を実施

します。また、起業した女性のネットワークづくりへの支援を行います。 
生活文化課 

男性の家事・育児・

介護等への意識啓

発及び参画の促進 

男性向けの家事・育児・介護等に関する啓発及び講座の充実を図ります。また、関

係各課と連携し、制度等の情報提供及び自主学習グループへの支援を行います。 
生活文化課 

市内事業所への男

女共同参画の啓発 

都や関係機関と連携し、市内事業所への男女平等意識の啓発やハラスメント防止

等、男女共同参画施策の周知及び啓発を行います。 

生活文化課 

産業振興課 

関係法令、各種制度

の周知と啓発 

関係法令、各種制度の資料を有効活用し、さまざまな機会を捉え、周知及び啓発を

行います。 

生活文化課 

産業振興課 

  〈関係計画〉 

    ・東久留米市第 2次男女平等推進プラン 

    ・東久留米市次世代育成支援特定事業主行動計画 
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第５章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

（１）子育て中の家庭、行政、事業者等の連携・協働 

 子ども・子育て支援法の基本理念にあるように、子ども・子育て支援は、家庭、学校、地域、職域そ

の他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行

っていくことが重要です。 

本計画の推進にあたって、市の関連部署と連携して横断的な施策に取り組むとともに、子育て中の家

庭を始めとして、幼稚園・認定こども園・保育所など子ども・子育て支援事業者、学校、企業、市民と

連携・協働して、多くの方の意見を取り入れながら取組を広げていきます。 

また、社会情勢の急速な変化にも柔軟に対応し、事業への的確な反映に努めるとともに、新たな課題

についても、積極的に早期に取り組んでいきます。 

 

（２）計画の周知、情報提供 

 本計画の推進において、子育て家庭、事業者、関係機関、その他多くの市民の理解と協力は欠かせま

せん。教育・保育施設及び地域型保育事業、子育て支援事業などの子ども・子育て関連施設情報や事業

内容、計画の進捗状況等について、市民や保護者、事業者等へ新たに創設された利用者支援事業や市報・

ホームページ、パンフレット等を通じて、幅広く情報を提供し、周知に努めます。 

 

２ 進捗状況の管理 

 本計画に基づく施策の進捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価することが重要である

と考えます。点検・評価にあたっては、毎年度、基本事項の教育・保育施設、地域子ども・子育て支援

事業に係る利用状況、施設の確保方策の進捗状況を中心に取りまとめ、東久留米市子ども・子育て会議

の意見を聴取しながら進めていきます。なお、必要に応じ、本計画の見直し（中間年度など）も検討し

ていきます。 

 また、点検・評価結果は市のホームページ等で公表していきます。 

 子ども・子育て支援の推進については、柔軟で総合的な取組が必要であることから、ＰＤＣＡサイク

ル※用語解説に基づき、進行管理を行い、事業の改善につなげていきます。 
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資料編 

１ 用語解説 

用語 解説 

子ども・子育て関連３法 平成 24年 8月に成立・公布された、「子ども・子育て支援法」、「就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律」（「認定こども園法」の一部改正）、

「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（「子ども・子育て支

援法」の施行に伴い、関係する児童福祉法など 55の法律の規定

を整備するとともに、所要の経過措置を定める。） 

市町村子ども・子育て支援事業計画 内閣総理大臣が定めた基本指針に即してすべての市町村が定め

る、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の

子育て支援事業の提供体制の確保、その他子ども・子育て支援法

に基づく業務の円滑な実施に関する計画。子ども・子育て支援法

第 61条に規定されている。 

ＰＤＣＡサイクル 事業の計画を立て（ＰＬＡＮ）、計画に基づいて事業を実施し（Ｄ

Ｏ）、実施した事業を評価し（ＣＨＥＣＫ）、改善（ＡＣＴ）が必

要な部分はないか検討し、次の計画策定に資するという管理手法 

 

２ 東久留米市次世代育成支援行動計画（後期）平成２５年度進捗状況 

 

 

 

３ 策定経過 

 

 

 

４ 東久留米市子ども・子育て会議条例 

 

 

 

５ 東久留米市子ども・子育て会議委員名簿 

 

子ども・子育て会議の審議経緯など、策定経過を掲載 

条例を掲載 

東久留米市次世代育成支援行動計画（後期）平成２５年度進捗状況を掲載 

委員名簿（氏名、団体名、備考）を掲載 


